
 

 

山梨大学医学部附属病院長選考基準 

 

令和４年１０月２４日学長裁定 

 

山梨 大 学医 学 部附 属病 院 長選 考 細則 第３ 条 第２ 項 の規 定に 基 づき 、 病院 長

選考 基 準を 以 下の とお り 定め る 。  

 

 

１． 医 師免 許 を有 し、 医 学、 医 療及 び経 営 に関 し 高い 識見 を 有す る 者。な

お、 年 齢制 限 は付 さな い 。  

 

２． 以 下の い ずれ かの 業 務に 従 事し た経 験 を有 し 、医 療安 全 につ い ての 十分

な経 験 をも と に指 導力 を 発揮 し 、患 者の 安 全を 第 一に 高度 な 医療 安 全の 管

理体 制 を確 保 でき る者 。  

① 医 療安 全 管理 責 任者 、 医薬 品 安全 管理 責 任者 、 医療 機器 安 全管 理 責任

者の 業 務  

② 医 療安 全 管理 委 員会 の 構成 員 とし ての 業 務  

③ 医 療安 全 管理 部 門に お ける 業 務  

④ そ の他 上 記に 準 じる 業 務  

 

３． 本 学附 属 病院 また は 本学 以 外の 病院 で 以下 の 経験 を有 し 、病 院 の管 理運

営に 必 要な 経 験と 能力 を もと に ガバ ナン ス を発 揮 でき る者 。 

① 病 院長 又 は副 病 院長 の 経験   

② 診 療科 長 又は 中 央診 療 施設 等 の長 の経 験  

  

４． 医 学教 育 、医 学研 究 及び 高 度医 療に 携 わっ た 経験 を有 し 、教 育 ・研 究・

診療 に 必要 な 資質 ・能 力 を有 し てい る者 。 

（医 学 系教 授 の経 験を 有 する 者 が望 まし い 。） 

 

５． 山 梨県 内 の医 療環 境 の改 善 に努 めた 経 験を 有 し、 地域 医 療、 救 急医 療、

感染 症 対策 及 び高 度医 療 を担 う 医療 機関 と して 、 県や山梨 県 医師 会 等関 係

機関 と の連 携 のも とそ の 維持 及 び発 展に 貢 献で き る者 。 

 

６． 附 属病 院 の将 来に 関 して 、 明確 なビ ジ ョン と 強い リー ダ ーシ ッ プを もっ

てそ の 発展 に 貢献 でき る 者。  


